
資料４ 

山陽小野田市国民健康保険データヘルス計画の策定について 

 

１．経緯 

 

平成２６年３月３１日、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指

針の一部を改正する件」が告示され、平成２６年４月１日から適用された。 

この中で、保険者は、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果

的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、データヘルス計画を策定し、保健事業

の実施及び評価を行うこととされた。 

 

２．ＫＤＢ（国保データベース）システムの活用 

   

平成２６年度から、ＫＤＢ（国保データベース）システムが利用開始となり、そ

れまでにできなかった様々な分析ができるようになった。 

 



３．策定方法 

 

【Ｐｌａｎ】 

  ＫＤＢ（国保情報データベース）システムや、国保総合システムを活用し

て現状分析を行い、これまで行ってきた保健事業の検証を行う。現状を把握

した後、直ちに取り組むべき健康課題、中長期的に取り組む健康課題を明確

にして目標を設定する。 

 

 

【Ｄｏ】 

   設定した目標を踏まえて、課題に対応する保健事業を実施していく。 

   

 

【Ｃｈｅｃｋ】 

保健事業の検証  

   

 

【Ａｃｔ】 

   保健事業の見直し 

 

 

４．計画の期間及び策定スケジュール 

   

計画の期間は特定健診・特定保健指導計画の計画年限である平成２９年度までと

し、次の改訂で同計画と統合する。実施事業については毎年度効果の測定及び評価

を行ったうえで、必要に応じて事業内容等の見直しを行う。 

 

年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

内 
 

容 

    

 

計画の策定 

（Ｐｌａｎ） 

計画の実施 


